






�．行動基準・指針

⑴　商社行動基準

8　日本貿易会 月報

まえがき
われわれ商社は「総合商社行動基準」を1973年に制定し

て以来、社会の商社活動に対するさまざまな意見を真摯に受
け止め、企業としての社会的責任と行動原則を明確にすべく、
時代の変化と社会の要請に応えた改定を加えながら、この行
動基準を発展させてきた。

商社の活動は、全世界のあらゆる産業分野にわたっており、
かねてより持続可能な社会の実現こそがわれわれの責務であ
るとともに、企業活動の基盤としても不可欠であると認識し
行動してきた。今日、SDGsなど持続可能な社会の実現を目
指す活動の国際的な広がりは、商社の社会的使命の重みを一
層増すと同時に、ビジネス展開にとっても大きな機会を提供
するものである。

われわれ商社は、こうした社会の変化に対して絶えず意識
改革を図り、自らの経営を革新しなければならない。また、
関係法令と国際規範の遵守、情報開示を社会的責任の中核
に位置付け、変化する社会、経済の要請を的確に捉えるとと
もに中長期的な視野に立った継続的取組みに、商社の持つ機
能を十分に発揮することで、持続可能な社会の実現に貢献す
べきである。

われわれ商社は、その社会的な使命を自覚し自らの行動の
あり方を問い、会員商社の自発的な取組みを促すことを目的
に、この商社行動基準を策定する。

第1章　経営の理念と姿勢
われわれ商社は、果たすべき役割と社会的責任を常に自覚

し、環境、社会、経済の3つの側面から長期的視点に立った
企業活動を行うとともに、それら企業活動を通じ持続可能な
社会の実現に努める。
1.株主、取引先、消費者、従業員、地域社会など、多様なステー

クホルダーと積極的なコミュニケーションを行い、その期待
に応えるとともに常に新しい価値を創造する経営を行う。

2.経営トップが自ら率先して、経営を時代の変化に応じて改
革するとともに、社をあげて企業倫理の確立に努める。

3.すべての人々の人権を尊重する経営を行う。
4.地球環境の健全な維持と社会の持続可能性に十分配慮し

た活動を行うとともに、地球的規模での環境問題や社会的
課題解決に積極的に取り組む。

第2章  機能と活動分野
われわれ商社は、SDGsの諸目標達成を念頭に置き、環境、

社会、経済の変化を的確に把握し、社会の要請に即した広範
な機能を発揮する。
1.全世界にわたって情報を収集あるいは提供し、多様化する

顧客や市場のニーズに応えるとともに、イノベーションを通
じて、社会的に有用な財・資源・サービスの提供に努める。

2.世界に広がるさまざまな潜在的ビジネス機会を発掘し、そ
れを社会的に価値あるビジネスとして創出する役割を発揮
し、社会的課題の解決と持続可能な経済成長の実現に貢
献する。

3.国際的な活動に際しては、各国政府・国際機関・多様な組
織や団体・企業などとのパートナーシップを推進するととも
に、自由な貿易・投資の促進を図ることを通じて、世界の
調和ある発展と地域経済の興隆に寄与する。

第3章  ガバナンスと危機管理
われわれ商社は、その社会的責任の重要性を自覚し、遵法

はもちろん、国際規範や社会通念にも配慮し、情報開示をよ
り重視した透明性のある経営を行う。同時に市民生活や企業
活動へのさまざまな脅威に対する危機管理を徹底する。
1.企業活動にあたり、内外の法令遵守はもとより、国際的な

ルールや慣行およびその精神に則り、社会的良識をもって
行動する。

　また、公正かつ自由な競争の確保が市場経済の基本ルー
ルであるとの認識の下に、適正な取引、責任ある調達をは
じめとする企業活動を行い、政治・行政との健全な関係を
維持する。

2.経営の意思決定機関を真に活性化させる仕組みを構築する
とともに、監査機能を強化し、意思決定者の経営判断、適
法性などにつき常にチェックを行う。

3.企業情報の開示にあたっては、適時・適切に公開し、高い
透明性の保持に努める。

4.テロ、サイバー攻撃、自然災害などに備えた危機管理と情
報セキュリティの確保を徹底する。

第4章  社会参画と社会との相互信頼の確立
われわれ商社は、内外にわたり、社会との相互信頼関係を

確立し、良き企業市民として積極的に社会に参画し、その発
展に貢献する。
1.海外においては、各国、各地域の文化、習慣、言語を尊重

し、地域の諸活動への参加などを通じ民間外交の担い手と
して貢献する。

2.株主、取引先、消費者、従業員、地域社会など、多様なス
テークホルダーとのコミュニケーションを促進し、企業活動
に関する情報を積極的に開示するとともに、地域の発展や
快適で安全な生活に資する活動への協力を通じ、ステーク
ホルダーとの信頼関係を確立する。

3.市民活動の秩序や安全に脅威を与える反社会勢力および団
体とは一切の関係を持たず、毅然とした態度で臨む。

第5章  働き方の改革と働きがいある職場環境
われわれ商社は、従業員のゆとりと豊かさを実現するとと

もに、従業員の多様性、人格、個性を尊重し、能力と独創性
が十分発揮できる活力のある企業風土を醸成する。
1.従業員の健康と安全に配慮した職場環境づくりを行う。
2.従業員の人権を尊重し、機会の均等を図る。差別的な扱い

に対しては断固たる対応を行う。
3.従業員の多様性、個性を尊重し、従業員のキャリア形成や

能力開発を積極的に支援する。

第6章  経営トップの役割と本行動基準の周知徹底
われわれ商社は、本行動基準の精神の実現が経営トップ自

らの役割であることを認識し、率先垂範して企業グループ内
に周知徹底するとともに、サプライチェーンに対しても本行動
基準の精神に対する理解と実践を促す。また、本行動基準の
精神に反して問題が発生した時には、経営トップが率先して
問題解決、原因究明、再発防止などに努め、その責任を果たす。

商 社 行 動 基 準
	1973年5月10日	「総合商社行動基準」制定
	 1999年7月8日	「商社行動基準」へ改定
	2005年6月16日	 同基準改定
	 2012年4月1日	 一般社団法人へ移行
	2018年3月22日	 同基準改定

一般社団法人 日本貿易会
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⑵　商社安全保障貿易管理行動基準

商 社 安 全 保 障 貿 易 管 理 行 動 基 準

⑵ 安全保障貿易管理法令の遵守
企業活動にあたり、所在国の安全保障
貿易管理法令を遵守するとともに、国際
ルール・海外法令等にも配慮する。
⑶ 社内ルールの制定
所在国の安全保障貿易管理法令を遵守
するための社内ルールを制定する。
⑷ 社内管理体制の確立
社内ルールに基づいて、統括管理部署
の設置等、社内管理体制を確立する。
⑸ 管理対象取引と管理手続き
管理対象取引を定め、それら取引につ
いて法令遵守のための審査を実施し輸出
を行う。審査において、貨物・技術の該
非確認・需要者・用途等の確認を行う。
⑹ 役職員の教育
安全保障貿易管理について、各社の業
態・規模等に応じて役職員の教育を行う。
⑺ 監査の実施
ルールに則り、監査を実施する。

⑻ 違反の際の報告
法令違反が疑われる、あるいは違反が
わかった場合の社内報告体制を確立す
る。また、法令違反があった場合、速や
かに関係省庁に報告を行う。

以　上

1. 基本理念
われわれ商社は、多岐にわたる商品・

サービス等を扱い、グローバルに活動
を行っていることから、国際貿易の担
い手として、「国際的な平和と安全の維
持」のために国際社会と協調した安全
保障貿易管理を行い、武器や軍事転用
可能な貨物・技術が懸念のある国家や
テロリスト等に拡散することの防止に
広く貢献する。
上記の目的を達成するために、本社の

みならず国内外の子会社・関連会社にお
いても所在国の法令を遵守するとともに
社会規範や各社の企業倫理に従い、国際
秩序の安定に資する安全保障貿易管理を
実施する。

2. 基本方針
われわれは、さまざまな貨物・技術の

輸出・海外取引等を行うとともに、開発
事業並びに投融資活動を展開している。
このような活動にあたって、われわれは
基本理念の実現に向けて以下の基本方針
を定める。
⑴ 経営の基本姿勢
安全保障貿易管理の重要性を理解・認

識し企業活動に努める。

一般社団法人　日本貿易会
2017年11月15日制定

日本を取り巻く世界情勢は核・大量破壊兵器の脅威の増大やテロのリスクの拡大並
びに通常兵器の過度な蓄積により一段と複雑化し、不確実性が高まっている。国際貿
易の一端を担う商社としては一層の安全保障貿易管理が求められており、この「商社
安全保障貿易管理行動基準」を制定する。
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